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教育部中央図書館 

１．要 旨 

 （１）東大和市立中央図書館のネーミングライツ・パートナー選定委員会を開催し、審査の 

結果、下記事業者を東大和市立中央図書館ネーミングライツ・パートナー交渉権者とし 

て決定した。 

① 交渉権者 ブックオフコーポレーション株式会社 

② 代表者 代表取締役社長 堀内 康隆 

③ 所在地 神奈川県相模原市南区古淵２丁目１４番２０号 

④ 愛称使用期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日（５年間） 

⑤ 愛 称 ブックオフ 東大和市中央図書館 

⑥ 命名権料 年額１，０００，０００円（消費税を含む） 

 

（２）影響及び効果 

命名権料については、中央図書館の施設の維持管理に係る経費として使用。 

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和７年１１月２５日（火）ネーミングライツ・パートナーの募集の公表（ＨＰ） 

令和７年１２月１２日（金）説明会を開催（参加者 1者） 

令和７年１２月１９日（金）ブックオフコーポレーション株式会社から応募 

令和８年 １月１４日（水）選定審査委員会を開催 

今後の予定 

令和８年１月～２月  交渉権者と協議、協定締結 

 

 ３．留意事項（問題点等） 

 （１）愛称については、市民へ丁寧に説明を行う必要がある。 

 （２）令和８年４月１日以降、刊行物等について愛称を使用する。 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議報告後、速やかに事業者との調整を開始する。 

 ５．審議結果 

 了承 

  


